
教員に支給される諸手当の見直しにかかる論点

●給料の調整額

（支給の性格）

（給料の平均約6％程度）特殊教育諸学校、特殊学級の教員に されるもの一律に支給 。

（論点）

通常の学校においても、LD,ADHD等への指導が教員の役割として求められている中で、これ

らの教員との均衡上、現行の給料の調整額の支給が適切か。

●義務教育等教員特別手当

（支給の性格）

人材確保法により設立。 級号給に応じた される手当。全教員に 定額が支給

（給料の平均約3.8％程度）

（論点）

「骨太の方針２００６」における教員給与の縮減（▲2.76％）の対象となっており、▲2.76

％のうちの半分である▲1.38％を占めている。縮減すると本給の1.4％の手当になるが、引き

続き手当として残置するか。

●部活動手当

（支給の性格）

部活動の業務に従事した場合に される手当。日額で定額が支給

（４時間程度の業務で日額1,200円）

（論点）

部活動の顧問を担当する教員の勤務時間は、担当しない教員よりも多く、現行の支給要件

で適当か。

非常災害時等緊急業務手当、修学旅行等指導業務手当、対外運動競技引率指導業務手当、●

入学試験業務手当

（支給の性格）

それぞれの業務に従事した場合に される手当。日額で定額が支給

（８時間程度の業務で日額3,000円～3,200円）・非常災害時等緊急業務手当

（８時間程度の業務で日額1,700円）・修学旅行等指導業務手当

（８時間程度の業務で日額1,700円）・対外運動競技引率指導業務手当

（高校のみ） （８時間程度の業務で日額 900円）・入学試験業務手当

（論点）

それぞれの業務の特殊性や困難性の評価が現行の支給要件で適当か。

資料　３



●多学年学級担当手当

（支給の性格）

（日額290円）複式学級を担当する教員に される手当日額で定額が支給 。

（論点）

近年、学級担任に求められる役割が複雑、困難化している中、複式学級を担当する教員の

勤務内容が、他の学級を担当する教員の勤務内容と比較して著しく特殊であるか。

●教育業務連絡指導手当（主任手当）

（支給の性格）

（日額200円）主任に される手当日額で定額が支給 。

（論点）

新たな職として「主幹（仮称 」を設置する場合 「主幹（仮称 」が主任を兼ねることも想） 、 ）

定されるが、主任の業務の困難性や特殊性を一律に主任手当で評価することが適当か。

●管理職手当

（支給の性格）

（19年度から定額化）管理職である校長、教頭に される手当給料の一定率が支給 。

（現行：校長12%～16%、教頭10%～12%、部主事8%）

（論点）

教育の質の向上には学校経営のかかわりが大きく、今後、管理職には学校マネジメント能

力が求められるように、校長・教頭の職務と責任はますます大きくなっており、現行の支給

額で適当か。

●へき地手当

（支給の性格）

へき地学校に指定された学校に勤務する教職員に される級地に応じて給料の一定率が支給

（従来は、5級地:25%、4級地:20%、3級地:16%、2級地12%、1級地:8%）手当。（25％の範囲内）

（論点）

道路や交通機関、通信情報網などの発展により、へき地を取り巻く環境は変化しており、

現行のへき地学校指定基準が適当か。

また、へき地学校の地域に居住せず、生活が便利な都市部に居住しながら自家用車で通勤

している教職員に対し通勤手当とへき地手当が支給されていることが適当か。



（高校のみ）●産業教育手当

（支給の性格）

（給料の10%）産業教育に従事する教員に される手当給料の一定率が支給 。

（論点）

現在の普通科高校は職業系の科目を開設するなど、従来よりも農業、水産、工業、商船の

教育との困難性、特殊性の差が減少している状況の中、産業教育手当が他の教員との均衡上

適当か。

※ 産業教育に専門的な知識を有する優秀な人材を確保する重要性や産業教員の困難性や特殊性がなくなったもの

ではないことから、検討の際は留意する必要がある。

（高校のみ）●定時制通信教育手当

（支給の性格）

（給料の10%）定時制教育、通信制教育に従事する教員に される手当給料の一定率が支給 。

（論点）

定時制通信教育手当の創設時に比べ、全日制高校との職務の困難性や特殊性の差が減少し

ている中、定時制通信教育手当が他の教員との均衡上適当か。

※ 定時制通信教育手当の検討の際は、高等学校の定時制教育及び通信教育における勤労青年教育の重要性や優秀

な人材の確保の必要性を考慮する必要がある。



各都道府県における教員給与に係る見直し及び見直し検討状況

非常災害時緊急業務 修学旅行等指導業務
対外運動競技等
引率指導業務

部活動指導業務 入学試験業務

（参考）
　　国の基準
 【国庫負担算定基礎】

本給×４％
　※校長、教頭を除く

号級ごとに定められた調整
基本額に調整数を乗じて
得た額

【調整数】
　①特殊学級担当職員　２
　②特殊教育直接従事者（教諭等）　２
　③②以外の教諭等　１

小中学校教員及び高等学校
教員に対して定額

 高等学校のみ

　※産業教育手当受給者
　　　　　３/４【農業、水産】
　　　　　２/４【上記以外】

　※定時制通信教育手当受給者
　　　　　３/４【夜間定時制、通信】
　　　　　２/４【上記以外】

校長、教頭、部主事（特
殊教育諸学校の各部
に置かれる主事）に対
して、規模別及び役職
別に定められた支給割
合を本給に乗じて支給

日額２００円
２の学年　２９０円
３の学年　３５０円

ア　児童生徒の保護又は防災・復旧業務
　　　日額3,200円（甚大災害時は6,400円）
イ　児童生徒の救急業務
　　　日額3,000円
ウ　児童生徒の補導業務
　　　日額3,000円

　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）
　土曜日等：①勤務に引き続き午後8時まで
　　　　　　　　②午前2～8時
　平日：①勤務に引き続き午後11時まで
　　　　　②午前2～8時

日額1,700円
　8時間程度（就寝時間含まない）

日額：1,700円
　泊を伴うもの：8時間程度（就寝時間含まない）
　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）

日額1,200円
　引き続き４時間程度
　※平日は支給対象外

日額900円
　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）
　土曜日等：勤務に引き続き午後8時まで

本給×１０％
　ただし、定通手当受給者は６％

　※校長を除く

本給×１０％
　ただし、管理職手当受給者は８％

北 海 道 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

2の学年　6,090円
3の学年　7,350円

8時間以上　1,400円
4～8時間　1,200円

廃止（Ｈ18.4） 8％（定通手当受給者4％）
夜間定時8％（管理職6％）
通信　　　6％（管理職4％）

青 森

調整数の区分見直し済み

見直しを検討中
（教員以外の職種と併せて
検討）

定額化予定
（平成19年4月）

土曜日等の規定削除 廃止 見直し検討予定 見直し検討予定

岩 手
定額化予定
（平成19年4月）

4時間程度　1,700円 8％（定通手当受給者4％） 8％（管理職6％）

秋 田

見直し検討中。（指導
力不足教員に認定され
長期研修を受講するも
のについては２％）

調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

検討中
（６時間程度　1,500円）

見直し予定
（5%（定通手当受給者3%））

見直し予定
（5％（管理職4％））

宮 城

・調整数の区分見直し済み
・支給要件の厳格化（代替
職員が発令された場合又
は発令させなくとも１ヶ月以
上勤務しない場合、支給を
停止）

定額化予定
（平成19年4月）

1日1,000円
　※週休日等を問わない

山 形 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

土曜日等の午前２～８時の規定
削除

支給額の見直しを検討中

福 島 調整数の区分見直し済み 見直し検討予定
定額化予定
（平成19年4月）

検討予定 見直し検討中

土曜日等の午前２～８時の規定
削除

児童生徒の救急業務
　　　　　　　1,500円
児童生徒の補導業務

　　　　　　1,500円

検討予定 検討予定 検討予定 検討予定 見直し検討予定 見直し検討予定

茨 城 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

・土曜日等の規定削除
・防災復旧業務（4時間1,600円、
8時間3,200円）、甚大災害（4時
間3,200円､8時間6,400円）、児
童生徒救急業務（4時間1,500
円、8時間3,000円）、児童生徒
補導業務（4時間1,500円､8時間
3,000円）

項目追加
（実習航海における生徒指導業
務8時間　2,000円）

4時間程度　1,200円
6時間程度　1,300円

土曜日等の規定を削除し、その
他の日の規定を追加（勤務時間
外において８時間程度）

栃 木

調整数の区分見直し済み

検討中
（教諭等以外の職員につい
て、調整数を見直し）

定額化予定
（平成19年4月）

２以上の学年　290円
（3の学年を廃止）

土曜日等の規定削除

4時間程度　1,200円
6時間程度　1,800円

検討中

見直しを検討中 見直しを検討中

群 馬 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

・土曜日等の規定削除
・児童生徒の補導業務（4時間
1,500円を追加）

8時間程度　2,100円 8時間程度　1,800円
4時間程度　1,200円
6時間程度　1,600円

１時間につき600円

埼 玉 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

3の学年を廃止
「日中以外に６時間従事」を追
加

・「土曜日等」の規定追加
・週休日等、土曜日等に【日中以外
６時間従事】を追加

増額の方向で検討中

　現在：4～6時間
　　　　　　　1,200円
　　　　　6時間以上

　　　　　　1,500円

「日中以外に6時間程度業務」を
追加

率の引き下げ、定額化等につ
いて検討中
（現在､全日制の管理職は6％
支給）

昼夜を区分することについて、
支給率の引き下げ・定額化に
ついて検討中

千 葉 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

２以上の学年　290円
（3の学年を廃止）

土曜日等の規定削除

泊を伴うもの
　週休日等：終日に及び程度
　その他の日：６時間程度
泊を伴わないもの
　日中８時間程度、日中以外６時間程度
土曜日等
　12:30～20時、2～8時、日中以外6時間

4～6時間　1,200円
6時間以上　1,300円

６時間以上の区分の日額の引
き上げ検討（1,300円→1,500円）

見直し予定（廃止）

見直し予定
（手当額を定率から定額（２級
教諭32,000円）に改める。支給
要件を設ける。）

見直し予定
（手当額を定率から定額（２級
教諭32,000円）に改める。昼間
定時制課程勤務者の手当額（２
級教諭16,000円）を定める。支
給要件を設ける。）

東 京

４％
２％（長期研修者等）
１％（指導力不足教員
と認定された者）

級号級に応じた定額を支
給

見直し検討中
（校種によらない一律支給
や管理職への支給等につ
いて検討）

検討中
（年功・一律的な支給要件及
び水準）

定額化予定
（平成19年4月）

特２級（主幹）で
主任を兼ねるも
のに対する支給
について検討中

3の学年を廃止

見直し検討中
（手当を支給するほどの
特殊性、困難性がある
か）

土曜日等の規定削除 支給水準について検討中 必要性について検討中

農業･水産　８％（定通受給者
５％）
工業　６％（定通受給者
４％）

校長･教頭（夜間３割以上）６％
教頭（夜間３割未満）４％
教諭等（夜間３割以上）８％
教諭等（夜間３割未満）５％

検討中
（支給対象範囲、手当の支給水
準）

都道府県
【高等学校のみ】

定時制通信
教育手当

【高等学校のみ】
産業教育手当

給料の調整額教職調整額
義務教育等教
員特別手当

管理職手当
多学年学級担当手当主任手当

教員特殊業務手当

特殊勤務手当



非常災害時緊急業務 修学旅行等指導業務
対外運動競技等
引率指導業務

部活動指導業務 入学試験業務

（参考）
　　国の基準
 【国庫負担算定基礎】

本給×４％
　※校長、教頭を除く

号級ごとに定められた調整
基本額に調整数を乗じて
得た額

【調整数】
　①特殊学級担当職員　２
　②特殊教育直接従事者（教諭等）　２
　③②以外の教諭等　１

小中学校教員及び高等学校
教員に対して定額

 高等学校のみ

　※産業教育手当受給者
　　　　　３/４【農業、水産】
　　　　　２/４【上記以外】

　※定時制通信教育手当受給者
　　　　　３/４【夜間定時制、通信】
　　　　　２/４【上記以外】

校長、教頭、部主事（特
殊教育諸学校の各部
に置かれる主事）に対
して、規模別及び役職
別に定められた支給割
合を本給に乗じて支給

日額２００円
２の学年　２９０円
３の学年　３５０円

ア　児童生徒の保護又は防災・復旧業務
　　　日額3,200円（甚大災害時は6,400円）
イ　児童生徒の救急業務
　　　日額3,000円
ウ　児童生徒の補導業務
　　　日額3,000円

　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）
　土曜日等：①勤務に引き続き午後8時まで
　　　　　　　　②午前2～8時
　平日：①勤務に引き続き午後11時まで
　　　　　②午前2～8時

日額1,700円
　8時間程度（就寝時間含まない）

日額：1,700円
　泊を伴うもの：8時間程度（就寝時間含まない）
　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）

日額1,200円
　引き続き４時間程度
　※平日は支給対象外

日額900円
　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）
　土曜日等：勤務に引き続き午後8時まで

本給×１０％
　ただし、定通手当受給者は６％

　※校長を除く

本給×１０％
　ただし、管理職手当受給者は８％

都道府県
【高等学校のみ】

定時制通信
教育手当

【高等学校のみ】
産業教育手当

給料の調整額教職調整額
義務教育等教
員特別手当

管理職手当
多学年学級担当手当主任手当

教員特殊業務手当

特殊勤務手当

神 奈 川

調整数の区分見直し済み

廃止を予定
（職務の困難性は、特殊学
校等以外の学校に比して
著しく特殊であるとは言い
難い）

休職者（公務上の傷病等に
よる者を除く）には支給しな
い

定額化予定
（平成19年4月）

廃止（Ｈ18.4） 廃止（Ｈ18.４）

・土曜日等の規定削除
・防災復旧業務（2～6時間1,100
円、6時間以上2,100円）
・甚大災害削除
・救急業務（2～6時間900円、6
時間以上1,500円）
・補導業務（2～6時間900円､6
時間以上1,500円）

泊伴う　2,100円
泊伴わない　1,100円

※平日も適用
　1～4時間　300円
　4時間以上　1,200円
　夜間1時間以上　600円

2時間以上　900円

定額化（職務の級に応じて、
38,000円を超えない範囲【1級
21,000円(定12,600円）、2～4
級38,000円(定22,800円）】、5
級は対象外）

定額化（昼間定時制の区分廃
止）
　定時制　34,000円(管理職
27,000円）
　通信制　17,000円(管理職
13,000円)

新 潟 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

富 山 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

２以上の学年　290円
（3の学年を廃止）

石 川

調整数の区分の見直し済
み

調整数の見直し
（経過措置中【3→2】）

定額化予定
（平成19年4月）

廃止（H18.4)
【経過措置中】
８％（定通手当受給者5％）

【経過措置中】
８％（管理職6％）

福 井 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

日額210円

・週休日等：日中8時間以上、深
夜を含む場合（1時間以上）は6
時間以上、深夜を除く夜間及び
早朝を含む場合は7時間以上
・甚大災害削除

1,750円
　8時間以上で以下の時間帯を就寝
　時間として除く
　　施設に宿泊：22～6時
　　野外、車中等：23～4時

8時間以上で以下の時間帯を就寝時間とし
て除く
　　施設に宿泊：22～6時
　　野外、車中等：23～4時

1時間につき220円

山 梨 超指数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

　

長 野

【調整数】Ｈ18.10～
　特殊学級　６
　特殊学校　６
　その他　３
※別途、調整率を定めてお
り、それを考慮すると調整
数2程度
Ｈ19～特殊勤務手当へ切
替（調整数6のみ。調整数3
は廃止）

定額化予定
（平成19年4月）

日額100円
（Ｈ18.10～）

2の学年　150円
3の学年　180円
（Ｈ18.10～）

・土曜日等の規定削除
・児童生徒の補導業務（4時間
1,500円を追加）

半日勤務日4時間　1,200円
週休日･休日4時間　1,450円
泊あり・夜間6時間　1,700円
週休日・休日8時間　1,700円

1時間につき240円
(Ｈ18.10～）

定率制から定額制に変更（Ｈ
18.10～）
教諭等：28,000円（Ｈ18年度の
み経過措置）→20,000円

定率制から定額制に変更（Ｈ
18.10～）
教諭等：28,000円（Ｈ18年度の
み経過措置）→20,000円

岐 阜 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

児童生徒の補導業務（4時間
1,500円を追加）

週休日等又は半日勤務日に2時
間程度　600円
4時間程度　1,200円

1日程度　900円
半日（4時間）程度　450円

静 岡 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

・土曜日等の規定削除
・防災復旧業務（4～8時間1,600
円、8時間以上3,200円）
・甚大災害（4～8時間3,200円､8
時間以上6,400円）
・救急業務（4～8時間1,500円、8
時間以上3,000円）
・補導業務（2～4時間750円、4
～8時間1,500円､8時間以上
3,000円）

4～8時間　1,100円
8時間以上　2,200円

4～8時間　1,300円
8時間以上　2,000円

8時間以上　2,000円
6～8時間　1,600円
4～6時間　1,300円

4～8時間　450円
8時間以上　900円

今後廃止を含めた見直しを行う
予定

見直し検討予定 見直し検討予定

愛 知 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

2の学年　300円
（3の学年は廃止）

・甚大災害削除
・補導業務（8時間程度　1,600
円、左記の1/2程度　800円）

8時間程度　1,800円
泊を伴うもの：8時間　1,800円
週休日等：8時間　1,700円
　　　　　　　4時間　1,200円

8時間程度　1,600円
4時間程度　1,200円

見直し予定
給料月額の７％（定時制通信
教育手当受給者は３％）（平
成19年4月）

見直し予定
給料月額に７％（管理職手当受
給者は４％）を乗じて得た額と
する（平成19年4月）

三 重 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

月額（5,000円）か
ら日額化（200円）
を検討

3の学年を廃止

・救急業務（4時間1,500円、6時
間3,000円）
・補導業務（4時間1,500円､6時
間3,000円）

6時間超　1,500円
4～6時間　1,200円
2～4時間　600円

6時間　900円
　※日の要件なし

滋 賀 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

2の学年　月6,700円
3の学年　月8,100円

・土曜日等の規定削除
・補導業務（週休日等４時間以
上〔その他３時間以上〕　1,500
円､週休日等８時間以上〔その
他６時間以上〕3,000円）

8時間程度　2,000円 4時間程度　1,400円
支給要件に応じて、1,500～4,000
円
　※日、時間の要件なし

京 都

調整数の区分見直し済み

検討中
（支給水準が職務の特殊
性に見合っているか、校
種、職種別に見直しを検討
中（支給対象職員の見直
し））

定額化予定
（平成19年4月）

・救急業務　1,500円
・補導業務（1,500円､4時間程度
750円）

支給額の見直しを検討予定

6時間程度　1,500円
4時間程度　1,200円

支給額の見直しを検討予定

廃止 見直し検討予定 見直し検討予定

大 阪

廃止（平成18年4月）
　３年間（H18.4.1～
H21.3.31)の経過措置（1/4
ずつ減）あり

【高等学校のみ】
定通手当（H17）、産手（H18）
との併給調整廃止

定額化予定
（平成19年4月）

廃止
（平成10年11月）

・土曜日等における2～8時の規
定削除
・防災復旧業務（支給要件に応
じて、1,600円か3,200円）
・甚大災害（支給要件に応じて、
3,200円か6,400円）
・救急業務（支給要件に応じて､
1,500円か3,000円）
・補導業務（支給要件に応じて、
1,500円か3,000円）

週休日等の規定廃止

週休日等に6時間以上　2,500円
週休日等に4～6時間　2,000円
4時間勤務日に4時間以上
1,700円

定額化

　全日　21,000円（定通手当受
給者　13,000円）

定額化

　1,500円（管理職　1,200円）



非常災害時緊急業務 修学旅行等指導業務
対外運動競技等
引率指導業務

部活動指導業務 入学試験業務

（参考）
　　国の基準
 【国庫負担算定基礎】

本給×４％
　※校長、教頭を除く

号級ごとに定められた調整
基本額に調整数を乗じて
得た額

【調整数】
　①特殊学級担当職員　２
　②特殊教育直接従事者（教諭等）　２
　③②以外の教諭等　１

小中学校教員及び高等学校
教員に対して定額

 高等学校のみ

　※産業教育手当受給者
　　　　　３/４【農業、水産】
　　　　　２/４【上記以外】

　※定時制通信教育手当受給者
　　　　　３/４【夜間定時制、通信】
　　　　　２/４【上記以外】

校長、教頭、部主事（特
殊教育諸学校の各部
に置かれる主事）に対
して、規模別及び役職
別に定められた支給割
合を本給に乗じて支給

日額２００円
２の学年　２９０円
３の学年　３５０円

ア　児童生徒の保護又は防災・復旧業務
　　　日額3,200円（甚大災害時は6,400円）
イ　児童生徒の救急業務
　　　日額3,000円
ウ　児童生徒の補導業務
　　　日額3,000円

　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）
　土曜日等：①勤務に引き続き午後8時まで
　　　　　　　　②午前2～8時
　平日：①勤務に引き続き午後11時まで
　　　　　②午前2～8時

日額1,700円
　8時間程度（就寝時間含まない）

日額：1,700円
　泊を伴うもの：8時間程度（就寝時間含まない）
　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）

日額1,200円
　引き続き４時間程度
　※平日は支給対象外

日額900円
　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）
　土曜日等：勤務に引き続き午後8時まで

本給×１０％
　ただし、定通手当受給者は６％

　※校長を除く

本給×１０％
　ただし、管理職手当受給者は８％

都道府県
【高等学校のみ】

定時制通信
教育手当

【高等学校のみ】
産業教育手当

給料の調整額教職調整額
義務教育等教
員特別手当

管理職手当
多学年学級担当手当主任手当

教員特殊業務手当

特殊勤務手当

兵 庫
号給に応じて支給
（調整数なし）

定額化予定
（平成19年4月）

月額制(2の学年以上
7,250円）から日額制へ
（2の学年以上　290円）
【Ｈ18.4】

甚大災害　週休日等
　4時間：4,000円
　8時間超：6,000円（極めて重大
な場合は規則で定める）

8時間程度　2,000円 見直し検討予定 見直し検討予定

半日勤務：引き続き5時間
その他の日：引き続き1時間

見直し検討予定

奈 良
調整基本額を見直し（国水
準へ引き下げ）
（Ｈ18.4）

定額化予定
（平成19年4月）

見直し検討予定 見直し検討予定 見直し検討予定

4時間以上 1,500円
8時間以上　1,800円

見直し検討予定

見直し検討予定 ５％（定通手当受給者３％）

和 歌 山

調整数の区分見直し済み

調整数の変更等について
検討中

定額化予定
（平成19年4月）

土曜日等の規定削除
４～６時間　1,200円
6時間以上　1,500円

高校入学者選抜（8時間）　1,800
円
推薦入学（8時間）　2,300円
　※日の要件はない

５％（定通手当受給者３％） ５％（管理職４％）

鳥 取 廃止（平成18年4月）
定額化予定
（平成19年4月）

1時間600円、
6時間以上3,600円

1時間600円、
6時間以上3,600円

1時間600円、
6時間以上3,600円

廃止
（平成18年4月）

見直し予定
（支給額の減額）

島 根

調整数の区分見直し済み

調整数の変更等【H18.12】
（調整数３[事務1.5]→調整
数２[事務0]）

定額化予定
（平成19年4月）

土曜日等の規定削除 廃止

岡 山
４％(休職２％[現在は
経過措置で3％])

調整数の区分見直し済み

【高等学校のみ】
産手、定通手当の併給見直
し(H18.4)
　産手（農：3/4→4/4、工：
2/4→3/4）
　定通（定時・夜、通信：
3/4→4/4、定時・昼夜併（昼
のみ）：2/4→3/4、単独定
時・昼：2/4→3/4）

定額化予定
（平成19年4月）

土曜日等の規定削除
定額化（H18.4)
　19,000円(定通手当受給者
11,500円）

定額化(H18.4)
　定時制　19,000円
　(管理職　15,000円)
　通信制　9,500円
　(管理職　7,500円)
昼間においてのみ授業を行う
定時制の課程を置く高等学校
の職員には手当を支給しない

広 島 調整数の区分見直し済み
夜間学級担当手当支給対象
者は3/4（S50.4～）

定額化予定
（時期について検討）

週休日等:日中4時間程度 額引き上げを検討中

泊を伴うもの（週休日）：4時間程度
週休日等（泊なし）：4時間程度

額引き上げを検討中

額引き上げを検討中 廃止 支給率の引き下げを検討中 支給率の引き下げを検討中

山 口 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

3の学年を廃止 土曜日等：6時間程度
支給要件及び支給額について検討
中

土曜日等:勤務が午後の場合、6
時間

支給率を引き下げる方向で検
討中
（平成19年4月目途）

支給割合を見直す方向で検討
中

徳 島
調整数の区分見直し済み

見直し検討予定
見直し検討予定

定額化予定
（平成19年4月）

土曜日等の規定削除

検討予定
検討予定

8時間以上　1,700円
4～8時間　1,200円

検討予定

2～4時間　600円
4～6時間　1,200円
6時間以上　1,500円

検討予定

1時間につき220円
　※正規の勤務時間含む

見直し検討予定 見直し検討予定

香 川

調整数の区分見直し済み

検討中
（支給の是非を含め支給額
を検討する必要があると包
括外部監査の指摘あり）

検討中
（手当として優遇措置を講じ
なければ教員を確保できな
いとは考えにくく、支給の見
直しの検討をする必要ありと
指摘）

定額化予定
（平成19年4月）

出張や研修で4時
間以上自校に勤
務しない場合、不
支給(H18.4)

補導業務(8時間　3,000円、左記
の1/2の時間　1,500円）

検討中

支給要件追加(実習船で生徒を
引率して行う指導業務（泊あり）
2,000円）

検討中

検討中

8時間　1,700円
4時間　1,200円
2時間　600円

検討中

検討中
7％(定通手当受給者　４％）
(H18.4)

定時制：７％(教頭５％、校長
3％)
通信制：５％(教頭４％、校長
２％)
【H18.4】

愛 媛

調整数の区分見直し済み

検討中
（支給額の見直し）

定額化予定
（平成19年4月）

見直しを検討中 見直しを検討中
支給割合（額）の見直しを検討
中

支給割合（額）の見直しを検討
中

高 知
検討中
（給料の調整額から特殊勤
務手当への見直し）

【高等学校のみ】
産手、定通手当の併給調整
廃止(H17.4)

定額化予定
（平成19年4月）

土曜日等の規定削除

見直しを検討中
（手当の種類の拡大）

見直しを検討中
（手当の種類の拡大）

見直しを検討中
（手当の種類の拡大）

2～4時間　650円
4時間以上　1,300円

見直しを検討中（手当の種類の
拡大）

土曜日等の規定削除

見直しを検討中
（手当の種類の拡大）

2級　農・水　19,000円
(定通受給者　11,000円)
　　　　　 工　16,000円
(定通受給者　11,000円)

1級　農・水　14,000円
(定通受給者　8,000円)
　　　　　 工　12,000円
(定通受給者　8,000円)

定時制(夜間のみ)19,000円（管
理職15,000円）
通信　3,500円（管理職2,800円）

福 岡

調整数の区分見直し済み

調整数（３【事務は１】）の
減、廃止について検討中。

定額化予定
（平成19年4月）

3の学年を廃止

・「夜間4時間」を追加
・平日：勤務に引き続き21時ま
で
・補導業務　1,500円

増額を検討中

増額を検討中 増額を検討中 支給額の見直しを検討中

支給要件追加
　・夜間4時間程度
　・平日（勤務に引き続き21時ま
で、夜間4時間程度）

見直し検討中
（支給割合の半減程度）

見直し検討中
（支給割合の半減程度）

佐 賀

調整数の区分の見直し済
み
管理職を対象外（H18.4）

調整数の変更を検討中
（調整数２→調整数１）

特殊教育諸学校の部
主事は不支給

定額化予定
（平成19年4月）

特殊教育諸学校
の部主事に支給
（H18.4）

４時間程度から２時間以上に引
き下げ（H18.1)

４時間程度から２時間以上に引
き下げ（H18.1)

４時間程度から２時間以上に引き下
げ（H18.1)

2～4時間　600円
4時間以上　1,200円

４時間程度から２時間以上に引
き下げ（H18.1)

支給率を引き下げる方向で検
討中
（支給率は一般５％、定通手
当受給者３％を予定）

支給率を引き下げる方向で検
討中
（支給率は一般５％、管理職
４％を予定）

長 崎

調整数の区分の見直し済
み

検討中
（長期病気休暇や休職等
の者への支給制限）

定額化予定
（平成19年4月）

支給対象見直し
（H17.4）
小・中学校の保
健主事を対象外
とし、研究主任を
対象主任

見直し予定
（支給率を現行の１／２）

見直し予定
（支給割合を現行の１／２程
度）



非常災害時緊急業務 修学旅行等指導業務
対外運動競技等
引率指導業務

部活動指導業務 入学試験業務

（参考）
　　国の基準
 【国庫負担算定基礎】

本給×４％
　※校長、教頭を除く

号級ごとに定められた調整
基本額に調整数を乗じて
得た額

【調整数】
　①特殊学級担当職員　２
　②特殊教育直接従事者（教諭等）　２
　③②以外の教諭等　１

小中学校教員及び高等学校
教員に対して定額

 高等学校のみ

　※産業教育手当受給者
　　　　　３/４【農業、水産】
　　　　　２/４【上記以外】

　※定時制通信教育手当受給者
　　　　　３/４【夜間定時制、通信】
　　　　　２/４【上記以外】

校長、教頭、部主事（特
殊教育諸学校の各部
に置かれる主事）に対
して、規模別及び役職
別に定められた支給割
合を本給に乗じて支給

日額２００円
２の学年　２９０円
３の学年　３５０円

ア　児童生徒の保護又は防災・復旧業務
　　　日額3,200円（甚大災害時は6,400円）
イ　児童生徒の救急業務
　　　日額3,000円
ウ　児童生徒の補導業務
　　　日額3,000円

　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）
　土曜日等：①勤務に引き続き午後8時まで
　　　　　　　　②午前2～8時
　平日：①勤務に引き続き午後11時まで
　　　　　②午前2～8時

日額1,700円
　8時間程度（就寝時間含まない）

日額：1,700円
　泊を伴うもの：8時間程度（就寝時間含まない）
　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）

日額1,200円
　引き続き４時間程度
　※平日は支給対象外

日額900円
　週休日等：終日に及ぶ程度（日中8時間程度）
　土曜日等：勤務に引き続き午後8時まで

本給×１０％
　ただし、定通手当受給者は６％

　※校長を除く

本給×１０％
　ただし、管理職手当受給者は８％

都道府県
【高等学校のみ】

定時制通信
教育手当

【高等学校のみ】
産業教育手当

給料の調整額教職調整額
義務教育等教
員特別手当

管理職手当
多学年学級担当手当主任手当

教員特殊業務手当

特殊勤務手当

熊 本

調整数の区分見直し済み

見直し予定
（特殊教育諸学校の管理
職は調整額廃止。その他
の職員については、調整数
１）

定額化予定
（平成19年4月）

救援業務　　1,500円
補導業務　　1,500円

1時間につき300円
【学力検査手当】
　※正規の勤務時間含む

見直し予定
（支給率は一般職員５％、定
通手当受給職員３％）

見直し予定
（支給率は一般職員５％、管理
職員４％）

大 分 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

「３の学年」を廃止の方
向で検討中。（H19.3.31）

土曜日等の規定削除

見直し予定（H19.4)
見直し予定（H19.4) 見直し予定（H19.4)

2～4時間　600円
4～6時間　1,200円
6時間以上　1,700円

見直し予定（H19.4)

1時間につき400円（県立学校の
職員が入学者選抜者事務に従
事した場合）
　※正規の勤務時間含む

見直し予定（H19.4）

見直し予定
（支給率を現行の１/２とす
る。）
（平成19年4月）

H19.4目途に検討中。支給率を
１/２（但し、通信制は１/４）

宮 崎

検討中（研修（派遣）を
受講する期間中、教職
調整額を４％から２％
に減率）

調整数の区分見直し済み

検討中
（特殊教育諸学校に勤務す
る管理職の調整数を２から
１。また、研修（派遣）を受
講する期間中、支給を停止
する。）

定額化予定
（平成19年4月）

8時間程度　2,100円
（H18.4)

3時間　1,700円
（H18.4)

【経過措置期間中】
7％[5%](定通手当受給者
５％[3%]）
(H18.4)

【経過措置期間中】
夜間部８％[6%]　（管理職６％
[4%]）
昼間部・通信制５％[3%]　（管理
職４％[2%]）
夜間部・通信制━（管理職６％
[4%]）

鹿 児 島 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

３の学年を廃止 指導業務　1,500円 廃止

定額化（H18.4)
農業・水産
（１級19,000円　２級以上
24,000円）
工業
（１級14,000円　２級以上
18,000円）
（定通手当受給者は上記の
60％支給）

定額化（H18.4)
夜間定時制
（１級19,000円　２級以上24,000
円）
通信制
（1級10,000円　２級以上12,000
円）

沖 縄 調整数の区分見直し済み
定額化予定
（平成19年4月）

3の学年を廃止

・防災復旧業務　2,100円
・甚大災害規定の廃止
・救急業務　1,500円
・補導業務　1,500円

見直し済み　２都県 廃止　２府県 見直し済み　５府県
見直し済み　１県
（定額化（Ｈ１９～）は全
都道府県で検討中）

見直し済み　７県
（廃止　１県、改善
２県、縮減　２県）

見直し済み　17都道府県
（うち､廃止　２府県、３の
学年廃止　１２都県、月額
化　２道県、縮減　１県）

見直し済み　３３府県
（改善　１４府県、縮減　９府県）

見直し済み　１２県
（改善　１２県）

見直し済み　１１県
（改善　９県）

見直し済み　２５道府県
（改善　２５道府県）

見直し済み　２７道府県
（廃止　７道府県、改善　１８県）

見直し済み　16都道府県
（定額化　６府県、廃止　１県、
縮減９都道県）

見直し済み　13都道府県
（定額化　６府県、縮減　７都道
県）

※この表における「見直し」とは、現在の義務教育費国庫負担金の算定基礎としている支給額及び支給割合と異なる制度としていることを言う。



概 要 支 給 額 創 設 背 景 主 な 経 緯 根 拠 規 定

特殊教育（特別支援教育）に直接従事する教員に対し支給さ
れる手当

本給の平均約６％程度の定額
　※給料見合いとして支給されるため、諸手当の額に跳ね返る。

　　　　昭和３１年
心身の障害を持つ児童・生徒
の教育をつかさどる、勤務の特
殊性を考慮

昭和３１年　号俸間差額を支給
昭和３２年　本給の４％（×調整数２）
昭和３３年　支給対象の拡大（養護学校及び特殊学級担当教員【調整数１】）
昭和５５年　４％のうち１％を定額化
平成　５年　支給対象の拡大（通級による指導に直接従事する教員）
平成　８年　各職務の級における中位号俸の３％相当（×調整数２）の定額

条例で定める

勤務時間管理が馴染まないため時間外勤務手当が支給され
ない代わりに、教員の職務と勤務態様の特殊性を包括的に評
価して一律に支給される手当（校長、教頭は除く）

本給×４％
　※給料見合いとして支給されるため、諸手当の額に跳ね返る。

昭和４７年
勤務時間管理が馴染まないた
め時間外勤務手当が不支給

昭和２３年　教員への超過勤務手当を不支給　→　「超勤訴訟」
昭和４１年　教職員勤務状況調査の実施
昭和４７年　勤務状況調査の結果を踏まえ、４％支給

公立の義務教育諸学校等の教育職員
の給与等に関する特別措置法
（支給割合は条例で定める）

【支給義務】

人材確保法に基づき、教育職員全員に支給される手当 給料の平均約３．８％程度の定額 昭和５０年
人材確保法に基づく、計画的な
給与改善措置の一環

昭和５０年　人材確保法の制定に伴い、本給の４％相当額（定額）を支給
昭和５２年　本給の６％相当額の支給（上限、月額１５，２００円）
昭和５３年　月額単価の引上げ（上限、月額２０，２００円）

教育公務員特例法
（内容は条例で定める）

非常災害時等
緊急業務

①非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急
　の防災若しくは復旧の業務
②児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う緊急の業務
③児童又は生徒に対する緊急の補導業務

①８時間程度の業務で　日額３，２００円
　※甚大災害時における救援業務　日額６，４００円
②８時間程度の業務で　日額３，０００円
③８時間程度の業務で　日額３，０００円

昭和４７年 教員の勤務の特殊性

昭和５０年　支給日額の改定（1,000円～1,500円　→　1,200円～1,700円）
平成 元 年   支給日額の改定（1,200円～1,700円　→　1,500円～2,100円）
平成１０年　①の業務について、支給日額の改定（2,100円　→　3,200円）
　　　　　　　甚大災害時に救援業務に従事した場合、日額6,400円を支給可能
平成１１年　②の業務について、支給日額の改定（1,500円　→　3,000円）
平成１２年　③の業務について、支給日額の改定（1,500円　→　3,000円）

条例で定める

修学旅行等指導
業務

修学旅行、林間･臨海学校等（学校が計画･実施するものに限
る）において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴
うもの

８時間程度の業務で　日額１，７００円 昭和４７年 教員の勤務の特殊性
昭和５０年　支給額の改定（１，２００円　→　１，４００円）
平成 元 年   支給額の改定（１，４００円　→　１，７００円）

条例で定める

対外運動競技等
引率指導業務

対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導
業務で、泊を伴うもの又は週休日等に行うもの

８時間程度の業務で　日額１，７００円 昭和４７年 教員の勤務の特殊性
昭和５０年　支給日額の改定（１，０００円　→　１，２００円）
平成 元 年   支給日額の改定（１，２００円　→　１，５００円）
平成　８年　支給日額の改定（１，５００円　→　１，７００円）

条例で定める

部活動指導業務
学校の管理下において行われる部活動における児童又は生
徒に対する指導業務で週休日、休日等に行うもの

４時間程度の業務で　日額１，２００円（土、日、休日） 昭和５２年
教員の勤務の特殊性（人材確
保法に基づく、計画的な給与改
善措置の一環）

昭和５３年　支給要件の緩和（５時間　→　４時間）
平成 元 年   支給額の改定（５００円　→　６２０円）
平成　５年　支給日額の改定（６２０円　→　７５０円）
平成　８年　支給日額の改定（７５０円　→　１，２００円）

条例で定める

入学試験業務
入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務
で週休日、休日等に行うもの

８時間程度の業務で　日額　　９００円（土、日、休日） 昭和４７年 教員の勤務の特殊性
昭和５０年　支給日額の改定（６００円　→　７２０円）
平成 元 年   支給日額の改定（７２０円　→　９００円）

条例で定める

いわゆる「複式学級」を主として担当する教諭等に支給される
手当

２つの学年　日額２９０円
３つの学年　日額３５０円

昭和３４年
多学年の児童・生徒を対象に
授業を展開するという職務の
困難性に着目

昭和３４年　公立学校の単級学校手当及び複式学級手当をもとに新設
　　　　　　　　　（単級学校：日額４８円、複式学級：日額３６円）
昭和３７年　支給日額の改正（単級（小学校）：８０円、３以上の学年：６０円、２の学年：５０円）

昭和４１年　支給日額の改正（単級（小学校）：１２０円、３以上の学年：９０円、２の学年：７５円）

昭和４６年　支給日額の改正（単級（小学校）：１７０円、３以上の学年：１３０円、２の学年：１１０円）

昭和４９年　支給対象の変更（３の学年：２００円、２の学年：１６０円）
昭和５０年　支給日額の改正（３の学年：２６０円、２の学年：２１０円）
昭和５２年　支給日額の改正（３の学年：２８０円、２の学年：２３０円）
平成　２年　支給日額の改正（３の学年：３５０円、２の学年：２９０円）

条例で定める

いわゆる主任手当 日額２００円 昭和５２年
人材確保法に基づく、計画的な
教員給与改善措置の一環とし
て､主任の制度化に伴って創設

昭和５０年　主任を省令上明確に位置付け
昭和５２年　小中学校の教務主任、学年主任、生徒主導主事に支給
昭和５３年　支給対象に研究主任、教育実習主任を追加
昭和５３年　上記に準ずると認められるものは「拡大主任」として支給対象

条例で定める

管理又は監督の地位にある校長、教頭、部主事に対し支給さ
れる手当

給料（教職調整額は除く）×校長12～16％、教頭10～
12％、部主事8％

昭和３３年

管理又は監督の地位としての
職務の特殊性（人材確保法に
よる教員給与の改善の一環と
して、支給率引上げ）

昭和３５年　支給対象「教頭」（支給率７％[校長と同率]）を追加
昭和３６年　校長の支給率の改定（７％　→　８％）
昭和４０年　支給率の改定（校長　８％→１０％､教頭　７％→８％）
昭和４２年　支給率の改定（校長　１０％→１２％､教頭　８％→１０％）
昭和５４年　支給区分「大規模校」（校長　１４％、教頭　１２％）を追加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　「人確法」による給与改善

平成　８年　支給区分「特大規模校等の一部の校長」（１６％）を追加

条例で定める

へき地教育の振興のため、へき地学校に勤務している教職員
に支給される手当

へき地級地に応じ、（給料＋扶養手当）×２５％の範囲内 昭和２３年

教育の機会均等及びへき地教
育の特殊事情にかんがみ､へ
き地における教育の水準の向
上を図る

昭和２７年　特殊勤務手当としてのへき地手当から遠隔地手当へ
昭和３１年　定額支給から本給に対する定率へ改正
昭和３４年　支給割合の増加（5級地　25%、4級地　20%、3級地　16%、2級地　12%、1級地　8%）

昭和４５年　へき地手当に準ずる手当が新設（本給の４％）
平成１５年　級別に応じ、２５％の範囲内で支給

へき地教育振興法
（各級地の支給割合は条例で定める）

【支給義務】

高等学校の定時制又は通信制の課程の校長､教頭、教員（教
諭､養護教諭､助教諭､養護助教諭､常勤講師）及び実習助手
が対象

給料×１０％（管理職手当受給者は８％） 昭和３５年
定時制教育及び通信教育に携わ
る者の職務の複雑困難性

━
高等学校の定時制教育及び

通信教育振興法
（内容は条例で定める）

高等学校の農業・水産・工業・商船の産業教育に従事する教
員（教頭、教諭､助教諭､常勤講師）及び実習助手が対象

給料×１０％（定時制通信教育手当受給者は６％） 昭和３２年
産業教育の特殊性に鑑み､産
業教育の振興を図るため

昭和３３年　工業（電波を含む）及び商船に拡大。
　　　　　　　 実習助手に対しても支給可能。
昭和４５年　農業及び水産の支給割合の改定（７％→１０％）
昭和４６年　工業（電波を含む）及び商船の支給割合の改定（７％→１０％）

農業、水産、工業又は商船に係る産業教
育に従事する公立の高等学校の教員及び
実習助手に対する産業教育手当の支給に
関する法律
　　　　　　（内容は条例で定める）

の網掛けは、人材確保法により給与改善が行われた給料及び諸手当

＊　表中「支給額」は、平成１６年４月の国立大学法人化前のものであり、現在では各都道府県において支給額及び支給割合を決定している。なお、上記「支給額」については、国庫負担金算定の際の積算根拠として現在も使用している。
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多学年学級担当手当
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教 職 調 整 額

義務教育等教員特別手当



第 4･5 回 教職員給与の在り方に関するＷＧ配付資料より抜粋 
 

教職員給与の在り方に関する意見（抜粋） 
 

全国都道府県教育長協議会 
 
 
（２）教員特有の手当について 
 

現在支給されている各種教員手当について、充実すべき手当、または廃止減額すべき手当につ

いて質問したところ、以下のとおりとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【資料 3】教員特有の手当について 
① 給料の調整額（特殊学級担当教員及び特殊教育諸学校の教員が対象） 
② 義務教育等教員特別手当 
③ 教員特殊業務手当（非常災害時等の緊急業務：児童生徒の保護又は防災・復旧業務） 
④ 〃        （非常災害時等の緊急業務：児童生徒の救急業務）  
⑤ 〃        （非常災害時等の緊急業務：児童生徒の補導業務）  
⑥ 〃       （就学旅行等指導業務） 
⑦ 〃        （対外運動競技等引率指導業務） 
⑧ 〃        （部活動指導業務） 
⑨ 〃        （入学試験業務）  
⑩ 多学年学級担当手当 
⑪ 教育業務連絡指導手当（主任手当）  
⑫ 管理職手当 
⑬ 管理職員特別勤務手当（休日等に勤務した校長・教頭・部主事が対象） 
⑭ へき地手当 
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廃止・減額する方向で見直し
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廃止・減額する方向で見直し： ①・②・⑨・⑭ 

充実する方向で見直し    ： ⑥・⑦・⑧ 


	教員に支給される諸手当の見直しにかかる論点
	給料の調整額
	義務教育等教員特別手当
	部活動手当
	非常災害時等緊急業務手当、修学旅行等指導業務手当、対外運動競技引率指導業務手当、入学試験業務手当
	多学年学級担当手当
	教育業務連絡指導手当（主任手当）
	管理職手当
	へき地手当
	産業教育手当（高校のみ）
	定時制通信教育手当（高校のみ）
	各都道府県における教員給与に係る見直し及び見直し検討状況
	教員の手当一覧
	教職員給与の在り方に関する意見（抜粋）


